
 

Q  管轄年金事務所から「全国健康保険協会管掌健康保険（協 会けんぽ）及び厚生年金保険被

保険者の資格及び報酬等の調査の実施について」という案内が届きました。東食国保加入事業

所なので関係ないのでしょうか。 

 

A  この調査は、日本年金機構が、全事業所を対象に事業所が健康保険・厚生年金の手続きを正

しく行っているかを確認するために行うものです。  

 

調査にあたり次の資料を用意する必要があります。 

  ①就業規則 

 ②労働者名簿 

 ③雇用契約書 

 ④源泉所得税領収書（直近３ヶ月分） 

 ⑤賃金台帳２年分 

 ⑥タイムカード 2 年分 

  

上記の資料を基に下記事項がチェックされます。 

①加入漏れがないか 

②加入日は適正か 

③加入時の報酬額の届け出は適正か 

④算定基礎届・月額変更届で手当などが漏れていないか 

⑤賞与の届け出が漏れていないか 

 

２年分の調査のため、指摘を受けた場合は、２年間にさかのぼって加入手続きや保険料の納

付が必要になります。 

 

特に注意したいのが①と②の場合で、①の加入漏れについては、パート・アルバイトの従業

員で週30時間以上（ 51人以上の事業所は週20時間以上）ある月が2か月続いた場合は、

3 か月目から加入する必要があり、協会けんぽの適用除外による東食国保の加入は、原則 14 

日以内の届出が必要なため、それ以上さかのぼる場合は協会けんぽでの加入になります。 

次に②の加入日が入社日ではなく給与締日や、試用期間満了後からなどでは加入日を訂

正することになり、そうなると最初から協会けんぽの適用となり、東食国保を脱退しなければ 

ならなくなりますので、ご留意ください。 

  

～年金事務所の事業所調査とは～ 



 

 



 


